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公立大学の目指すもの 
 

東京大学名誉教授 
天野 郁夫 

 
 
Ⅰ．「私にとって」の首都大学東京  

今日いただいたタイトルは、「公立大学の目指すもの」

ということで、これから１時間ほどお話をさせていただ

きます。今日から明日にかけてのＦＤ・ＳＤセミナーで

議論をされる際の、きっかけにしていただければと思い

ます。 

１．自大学の歴史を学ぶ 

ＦＤもＳＤも新任の方が大部分だと伺っていますが、

まずは“自分の大学とはどういうところなのか”という

ことを知るところから出発をするのではないか、と私は

思っています。最近では、自分の大学の歴史を新入生に

講義する大学があり、これを「自大学論」と呼んでいま

す。あちこちの大学で行われていますが、特に立教大学

では、寺崎昌男さんという大学史の研究者の方がいらっ

しゃって、この方が中心になって「立教大学の歩んでき

た道」というパンフレットを作り、これを毎年新入生に

講義をして、大変好評のようです。自分の所属している、

自分の学ぶ、あるいは自分の働いている大学とはどうい

うところなのか、ユニバーシティ・アイデンティティと

いう言葉も一時期はやって、最近では使われなくなりま

したが、自分の所属する大学がどういうところかを知る

ということが、ＦＤ・ＳＤの出発点ではないか、と思い

ます。 

そういう目で見ますと、首都大学東京とはどういう大

学なのか、ということになりますが、都民の一人として

率直に言わせていただきますと、首都大学東京というの

はなかなか見えにくい大学だ、ということがあるのでは

ないかと思っています。東京には日本の大学の３～４割

の大学が集中していますが、その中で首都大学東京の立

ち位置というものが非常に見えにくくなっています。 

２．大学としての立ち位置は 

最近は、大学に関する様々な情報が流れていますが、

例えば、国際的な大学ランキングというものを見てみる

と、イギリスのタイムズ社というところがやっているも

のが一番有名なのですが、首都大学東京は３４９位とな

っています。日本だけで言えば１５位、公立大学だけで

言えばトップになっていて、相対的に見ると、研究的な

要素が強い大学だということになります。しかしそれで

は首都大学東京は研究大学か？ということになると、必

ずしもそうではない。それは、かつての帝国大学の流れ

をくんでいる７つの総合大学と比べると、失礼な言い方

になりますが、研究能力としてはずっと下位にあると思

います。また規模も非常に小さく、学生数７０００人程

度の大学とのことですから、日本の大学の中では決して

大きい大学ではない。ではこのような大学は、何のため

に存在するのか、誰のために存在するのかということを、

絶えず問わなければならない存在なのではないかと思い

ます。 

３．公立大学は必要か 

これは首都大学東京だけのことではなく、日本の公立

大学そのものが、日本の高等教育システムに占める立ち

位置が非常にわかりにくい存在であることも知っておい

ていただきたいことの一つです。今、国立と公立の大学

の数はほぼ同数になりました。圧倒的に多いのは、６０

０近い私立で、学生数から言っても、圧倒的に私立中心

のシステムになっています。公立大学は８０校あります

が、在学者数は１５万人程度で非常に小規模な大学が多

く、総合大学というのは、首都大学東京も含めて１０校

もないのではないかと思います。この巨大な私立セクタ

ーと、国立セクターに挟まれているのが公立大学でして、

言ってみればニッチ型の大学群ということになるのかも

しれません。開設されている学部の種類を見ても、かな

り偏っています。１５５学部ありますが、その内訳を見

ると、非常に偏りの大きい大学群であるということにな

ります。 

公立大学ですから、強い地域性を期待されて地域に存
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在するというのは当然のことですが、実は国立大学も私

立大学も、今や、地域性ということを非常に重視するよ

うになっていて、公立大学だけが重要視しているわけで

はありません。東京大学のような大学でも、最近はグロ

ーカルな大学、グローバルにしてローカルな大学という

言い方がありますが、地域との関係というものを絶えず

自覚せざるを得ないような状況になってきているわけで

す。 

そういう中で、いったい公立大学のレゾン・デートル

（存在意義）はどこにあるのか、これはいつも問うてい

かなければならない問題ではないかと思います。都立大

学から首都大学東京になったわけですが、そのねらいは

いったいどこにあったのか。いろいろなねらいがあった

のだと思いますが、一つは都立大学から首都大学東京に

なることによって、社会的な可視性、visibilityとでも

言いましょうか、そういうものを増すという期待があっ

たのではないでしょうか。また日本の数ある大学の中で

も、個性的な大学になるというねらいもあったのだろう

と思います。それらがどこまで果たされているのか、私

も外部評価委員を仰せつかって、昨年の秋から勉強させ

てもらっていて正直まだよく分かっていませんが、そう

いった個性を明確にしていく途上にあるのではないか、

と思います。いずれにしても、私は首都大学東京そのも

のについて知識を持っているわけではありませんので、

首都大学東京を含む公立大学というのが、一体、どこか

らきてどこに行こうとしているのか、ということを考え、

その中で首都大学東京のあり方というのを皆さんに考え

ていただければよいのではないか、と思っております。

そういう話をこれからさせていただきたいと思います。 

 

Ⅱ．「公立」とは何だったのか 

１．医学校からの出発  

まず、公立大学という場合の公立とは、一体 何なのか、

何であったのか、という歴史的な話から、簡単ですが話

をさせていただきたいと思います。 

 日本の公立高等教育機関というのは、明治の初めに、

実は医学校から始まりました。漢方から西洋医学に大き

く転換したときに、医者の養成を各地でやらなくてはな

らなくなり、一時期、県立の医学校の数が２０校近くに

なった時代があります。ところがこの時期はほんの短い

期間で、明治１９年に有名な森有礼という文部大臣が、

地方が自分のところの税金で医学校を維持してはいけな

いという法律をつくり、同時に、官立の医学校をつくる

という政策を初めて打ち出しました。東京大学にはもち

ろん医学部がありましたが、それ以外にはなく、宮城と

千葉と岡山と長崎にあった県立の医学校を官立に移管し

ました。これらの医学校はその後、宮城は東北大学の医

学部に、そのほかは、それぞれの地方に今ある国立大学

の医学部になりました。その結果、２０校近くあった医

学校は、わずか３校になりました。それは、愛知と京都

と大阪です。この３校が残ったのは、大きな都市ですか

ら付属病院の収入でなんとか大学を維持できるというこ

とで残ったのですが、しかしその後、愛知は名古屋大学

の医学部に、大阪も大阪大学の医学部になり、現在に至

っては京都府立医科大学だけが生き残っているというこ

とになっています。 

日本の政府は非常に巧妙な政策をとっていきまして、

地方で高等教育機関をつくりたいという動きが出てくる

と、必ずしも禁止はしない。ただし地方税で維持しては

いけない、つまり授業料収入等で維持していきなさい、

あるいは寄附金で維持していきなさい、ということを言

って、ある程度のところまでその学校が育つと、それを

官立に移管するということを、繰り返し、繰り返しやっ

てきました。 

２．巧妙な国家政策 

同時に、政府が官立の学校（旧制の高等学校や商業高

等学校）を作るという計画を発表し、各地方の自治体に

手を挙げさせる。そして寄附をするから学校を作って下

さい、という形で、次から次へと、その地方にある高等

教育機関を作りたいという要望を吸収してきました。そ

のため、非常に少ない数の公立の高等教育機関しか存在

していませんでした。 

昭和１０年で公立の専門学校はわずか１１校しかなく、

そのうち６校が女子の専門学校でした。その当時、女子

の高等教育機関は、女子高等師範学校、今のお茶の水女

子大学と奈良女子大しかありませんでしたから、県が公

立の女子専門学校をつくって、そこで教員養成をすると

いうことをやっていました。大学としてはこの時期わず
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か２校、現在の大阪市立大学の前身である大阪商科大学

と、先ほどの京都の府立医科大学しかありませんでした。

もう一つ重要なのは、昭和１８年までは、師範学校つま

り小学校の教員養成のための機関は、全部県立でした。

各県に師範学校がありましたが、昭和１８年にこれがす

べて官立に移管されました。それでますます公立の高等

教育機関の数が少なくなったというのが、昭和１０年代

の初めぐらいの状況でした。 

３．戦時期の大量新設 

ところが戦時体制期になり、公立の高等教育機関、と

くに専門学校が大量に増設される時期になってきます。

昭和１９年の公立の専門学校の数は４４校で大幅に増え

ましたが、その中身を見ると、医学が１４、工業が１２、

農業が５、というように、戦時体制化で人材養成の必要

性に迫られ、こういった高等教育機関を次々につくった

という背景がありました。いわば“銃後の守り”で、特

に医学専門学校の場合、女子系の医学専門学校が４校も

５校もつくられ、急激に公立の高等教育機関の数が増え

ました。 

首都大学東京の前身にあたる学校も、ほぼこの時期に

つくられています。最初にできたのが府立の高等学校で、

これは昭和４年にできました。それから９年に工業専門

学校、１７年に化学工業専門学校、１８年に府立の女子

専門学校ができました。それから１８年には理工専門学

校ができ、１９年に機械工業専門学校ができるという形

で、ほとんど戦時体制期につくられました。公立の高等

教育機関をつくろうという動きは敗戦後も続き、昭和２

３年、２４年から新しい大学制度が始まりますが、その

前の年でみると、全部で７３校の公立の専門学校があり

ました。戦中戦後の短い期間に、大量の公立の高等教育

機関が、いわば粗製乱造されたというか、非常に資源の

乏しい時期でしたから、十分な施設設備や教員の手当て

もないままにつくられたというのが実態です。 

 

Ⅲ．新制国立大学の発足 

１．新制大学の発足と再編・統合  

そういう時期を経て、昭和２４年に新制の大学制度が

発足します。この辺からはご存知のとおり、新しい大学

制度、これはアメリカの制度を真似たものですが、すべ

ての高等教育機関を大学化するということになりました。

戦前期の大学は非常に数が少なく、全部で５０校もあり

ませんでした。旧制の高等学校が３０数校ありましたが、

あとは専門学校や実業専門学校、師範学校でした。これ

らを全部４年制の大学に、いわば昇格的に改組するとい

うことになり、一番大きな変化を受けたのは、国立の高

等教育機関でした。 

今から見ると非常に不思議に思われるかもしれません

が、戦前期には複数の学部や学科をもつ国立の高等教育

機関というのは旧制の帝国大学しかなく、あとはすべて

単科の学校でした。戦後、高等教育制度を再編するとき

に、単科大学は可能な限りやめて、複合大学とか総合大

学と呼ばれている大学をつくるということになりました。

総合大学というのは旧制の帝国大学を中心にした大学、

複合大学というのは各県に一つずつ置かれている地方国

立大学と呼ばれている大学です。 

２．新制国立大学の一県一大学原則 

地方国立大学をつくるにあたり、一県一大学という原

則をつくり、県内にある国立の高等教育機関すべてを一

つの国立大学に再編・統合するという方針が打ち出され

ました。各県に複合大学を置いて、その県の文教の中心

とする、ということをうたい文句にできたわけです。 

もちろん、東京や大阪や京都のような旧制の帝国大学

があるところには、単科の国立大学がほかにもあります

が、青森から鹿児島まで帝国大学がない県は、全部が一

県一大学に再編統合されました。その際に、公立の高等

教育機関についても県の側が希望すればこれを可能な限

り国立の新しい大学に統合するという政策が同時にとら

れ、公立から国立への移管がここから始まり、昭和２４

年の時点では１０校が国立に統合、その後だんだん移管

される分が増えていくということになりました。いずれ

にしても、都道府県の文教の中心というのは国立大学で

あり、公立大学の存在というのは全く無視されたといっ

ても言い過ぎではないような状況でした。 

３．公立高等教育機関の再編統合 

実際に公立大学は発足しましたが、小規模で、総合大

学といえるものはほとんどないという状況でした。昭和

２３年に７３校あった公立の高等教育機関は、昭和２７

年には３４校と半分以下になりました。このうち単科の
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ものが２４校ですから、ほとんどが単科の大学として発

足したことになります。開設された学部は５０ありまし

たが、そのうち医学が１４で一番多く、農学や工学が合

わせて１０と、これも非常に学部編成の偏った大学とし

て発足したことになります。 

もちろん都立大学も発足し、府立の高等学校と女子専

門学校及び４つの工業系専門学校が一緒になって人文学

部、理学部と工学部の三学部で発足して、人文学部の中

からやがて、法学や経済学が分かれるということで、規

模を拡大してきたわけです。よく考えてみると、首都大

学東京になるまで、まったく純然たる新設はなく、戦後

のかなり長い時期、新しい都立大学をつくるという構想

は十分に検討されることがないまま、首都大学東京の発

足まできたといってもいいわけです。このようにして、

都立大学も含め公立大学というのは、本当に存在感のな

い大学として戦後の歴史をたどってきたわけですが、や

がてまた、変化の時期が訪れます。 

 

Ⅳ．公立大学ブームの到来 

１．大学の地方分散化政策 

一つ大きなきっかけになったのは、1970年代の後半か

ら始まった、国土庁の国土計画による地方分散化政策で

す。日本の高等教育を含めて、様々な経済機能や教育機

能の大都市集中、特に東京集中ははなはだしいわけです

から、それぞれ分散化させるという話が出てきました。 

1975年から文部省の高等教育計画が始まりましたが、

大都市部では大学の新増設は一切認めないという非常に

厳しいものでした。むしろ大都市部にある大学は、地方

に出て行きなさいということになったのです。これは地

方分散化政策と呼ばれていますが、これによって多くの

大学が郊外にキャンパスを移転したり、地方に新設され

るようになりました。八王子は格好の移転先になり、あ

っという間に何十もの大学がここにキャンパスを構える

ようになりました。 

1980年代になると、こういう政策に乗っかって、地方

で大学の誘致合戦が起こりました。あちこちの自治体が

私立大学を誘致し、大学が地域振興政策の一環に組み込

まれ、地域の文化シンボルとされ、究極のハコモノ行政

などとも言われました。市庁舎や県庁舎を建て替えてホ

ールもつくった、美術館も博物館もできた、病院も増築

した、次は大学だということで、大学を誘致したり、自

分たちでつくろうという動きがだんだん広がっていきま

した。 

２．地域振興と大学誘致 

国立大学にも私立大学にもできない、独自の大学を公

立としてつくろうという動きもあちこちに生まれてきま

した。例えば、はこだて未来大学という非常に個性的な

大学が、函館の郊外にあります。福島県には会津大学と

いう、英語で授業を行い教員の半数が外国人という、コ

ンピューター系の新しい大学がつくられました。青森公

立大学というのも、名前からすると凡庸ですが、実は、

もっともアメリカ的な教育の仕組みを取り入れた大学を

つくろうということがあったわけです。こういう個性的

な大学をつくったり、産業振興の手段として大学を誘致

したり、自分たちでつくっていこうという動きがつぎつ

ぎに広がっていきました。特に地方では、高齢化が早く

始まりましたので、地域の活性化のためには若者が必要

だということで、若者のたまり場としての大学開設とい

う動きもあちこちで試みられるようになりました。 

３．新しいローカルな人材養成の必要 

こうして、あっという間に私立大学の地方分散と公立

大学の新増設が進んでいきましたが、90年代になってか

らもう一つ、新しい動きが生じました。それは、人材養

成のための公立大学の開設です。90年代にこのブームが

広がり、90年には39校しかなかった公立大学が、2000年

には72校、2008年には75校になりました。この時期につ

くられた公立大学をみると、ほとんどが国立大学と私立

大学のニッチ的な人材養成をする大学で、特に看護系の

大学が急増しました。高度職業人養成ということが言わ

れるようになり、これまでの短大や看護学院では看護師

の基礎教育として不十分だということで、4年制大学に移

行するという動きが急速に広がったといこともありまし

た。また、あまり国立が出て行かないデザイン系の学部

をつくるところも出てきました。社会福祉系も同様です。

国立も私立もあまり手を出さないところに、公立が進出

したと言ってもいいかもしれません。 

現在、公立大学は１５５学部ありますが、その内訳は、

医療系が５０、そのうちの２７は看護系の学部です。そ
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のほか法経系が２６、理工系が１９となっていて、新し

いところでは社会福祉系、芸術系も１１もあります。公

立大学は、国立と私立の間にあって、学部編成を見るか

ぎり非常に個性的な学部編成となっていることがわかり

ます。別な言い方をすれば、単科のピンポイントで人材

養成を行う大学が増えてきたということが言えるかもし

れません。 

 

Ⅴ．国立大学法人化の衝撃 

１．２００４年の国立大学法人化 

そのような形で90年代は推移しましたが、ご承知のよ

うに、2000年頃から国立大学の法人化論が浮上し、公立

大学は国立大学の法人化の影響を非常に強く受けるよう

になります。国立大学の法人化で現実に何が起こってい

くかというのは、皆さんご存知だと思いますからあまり

詳しくは申しませんが、2004年に一斉に当時89校の国立

大学法人が発足しました。これは行政機構の一部であっ

た国立大学を分離独立させるということでしたが、新自

由主義的な行財政改革の一環として出てきたわけですか

ら、何よりも大学運営の合理化・効率化ということが基

本的な目標でした。またそれだけではなく、大学の側か

らすれば、大学の教育・研究の活性化のために法人化が

必要で、理工系の教員を中心に、国立大学で90年代から

非常に根強くなっていた要求でもありました。 

私は1997年に、国立大学の教員7000人を対象に、大学

の設置形態に関する調査を行いましたが、意外な結果に

驚きました。３分の１の教員は設置形態を変えるべきだ、

もう３分の１は設置形態を検討する必要がある、残り３

分の１は現状のままでよい、という結果でした。当時は

まだ、法人化に向けて動き出す前でしたらから、非常に

ショッキングなデータでした。そういうことがあって、

決して合理化・効率化だけでできたわけではありません

が、そういう政策の一環として短期間に法人化が実現さ

れました。 

国立大学法人というのは、学長と理事長の一体型の法

人設計になっていることもご承知のとおりです。役員会

があって、経営評議会があって、教育研究評議会があっ

て、教学と経営が一体となっている仕組みです。 

 

２．説明責任（アカウンタビリティ）への要求 

法人化がもたらした問題もいろいろありますが、その

重要なものの一つとして、説明責任、アカウンタビリテ

ィの訳語として定着していますが、その説明責任への要

求が非常に強くなったということがあります。国立大学

は親方日の丸といわれてきましたが、税金でつくられて

いる大学として、最大のステークホルダーは国民である、

国民に対して自分たちの大学が何をしているのかという

ことをきちんと説明していかなくてはならないというこ

とです。社会に開かれた大学にならなくてはいけない。

それで、学外者が参入して評価に加わる、あるいは情報

を公開していくということになりました。多くの国立大

学の理事会では、外部者、例えば企業等の出身者が加わ

っていますし、経営評議会はメンバーの半分が外部委員

となり、外側の声が大学の中に聞こえるようになりまし

た。情報はすべてネット上で公開されているのも、ご承

知のとおりです。 

この説明責任の一環として、PDCAサイクルも取り入れ

られました。６年間の中期目標、中期計画、つまりPlan

をつくり、文科省と協議をしてこれを認めてもらう、一

種の契約ですが、それに基づいて、Doの段階にいって実

績をつくっていく、そしてこのDoは毎年度実績報告書を

出してCheckをしてもらう。６年に１度の中期目標・中期

計画の終わりの時期にはこれもCheckをしてもらい、新し

いActionにうつる、という制度設計になっています。う

まくいっているかどうかはこれから問われるわけですが、

ちょうど今年度が国立大学法人すべてについての６年間、

実質は４～５年ですが、実績評価の時期がやってきてい

ます。それに基づいて、どういった予算配分になるのか

はまだ決まっていませんが、そういう段階へきていると

いうことです。 

これは主として大学の運営、経営の側面ですが、教育

研究についても評価を受けるということになっていて、

大学評価・学位授与機構というところが国立大学につい

てはすべて、教育研究の現況を評価して、最近各大学に

結果が通知されました。 

３．社会貢献志向の強化 

法人化の過程で、もう一つ際立ってはっきりとしてき

たことは、社会貢献に対する志向が国立大学で非常に強
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くなってきたということです。これは法人化がもたらし

た最大の変化だといってもよいと思います。教育研究活

動の活性化ということよりも、この社会的貢献の活発化

に対する評価は非常に高く、学長に対するアンケートを

行ってもとても高い数値になって出てきます。 

その一つは、産学連携や、産官学連携です。外部資金

を導入しなくてはいけないというプレッシャーが非常に

強くなったということがありますが、大学が応用的・実

用的な研究のフィールドへ大幅に進出するようになりま

した。 

もう一つ、これはあまり報道されることがないのです

が、地域貢献ということが非常に強調されるようになり

ました。東京ではほとんど見えませんが、地方の国立大

学は地方自治体や中小企業等との間に強い結びつきを持

つようになってきていて、今では多くの地方国立大学が、

地域拠点大学という言い方をするようになってきました。

つまり、地域の拠点的な大学として、自分のレゾン・デ

ートルを確立していこうということです。旧帝大のよう

な大型の研究大学と違って、そこに自分達の個性を見つ

けていこうという大学が増え、それが地域貢献・社会貢

献という形で表現されているといってもいいかもしれま

せん。 

４．国立大学の再編論議と地域 

国立大学法人は６年目を迎えましたが、今、もう一つ

大きな動きが外側で動いています。この問題がどうなる

のかと心配している大学も多いと思いますが、それは、

再編の問題です。西暦２００１年に、当時の文部大臣だ

った遠山敦子さんが「遠山プラン」というのを出して、

非常に大きな話題になりました。このプランでは、国立

大学を再編統合しなくてはいけないということを非常に

強く主張しました。また一県一大学の見直しというのも、

このときに出された議論です。この結果９９あった国立

大学が現在８６になっています。おおかた、医科大学が

地方の国立大学の学部の一つになるという形で統合が行

われ、大幅な進展はしていませんが、ここにきてもう一

つ浮上してきたのが道州制の問題です。 

道州制の問題は表に出たり陰に隠れたりしていますが、

文科省の官僚たちは、この道州制の問題がどうなるかと

いうことにかなり鋭敏になっています。１８歳人口が急

減し、特に地方の私立大学には定員割れをするところが

増えています。文科省は、これを連携とか共同設置の学

部・大学院という形でお互いのきずなを強めていこうと

いう話をしていますが、今までのようにそれぞれの大学

が単体で存続できなくなるかもしれない、という現実の

中で、道州制の問題が浮上しています。 

東京にいるとなかなかそういったことが見えてきませ

んが、九州ですと、御手洗経団連会長もおっしゃってい

ますが、一番、道州制のモデルとして導入しやすいので

はないかという議論があるようです。九州の大学の先生

方に伺いますと、実際にちらほらとそういう話があるよ

うで、ごく最近では、九州ブロックの公立大学が道州制

についての研究会をつくりました。どういう形で道州制

がやってくるにしても、国立大学や公立大学の再編は免

れないであろう、そういう時に一体、各県が持っている

公立大学はどのような再編統合計画を考えたらいいのか

という研究会がつくられ、最近報告書もでています。公

立大学、国立大学も含めて、道州制というのはかなり大

きなインパクトを持つ政策であろうと思います。実現す

るかどうかは分かりませんが、お互いの間で情報交換・

連帯するという動きが起こっているという一つの例です。 

５．何のため・誰のための公立大学か 

その背後には、何のため、誰のための公立大学かとい

うことがあらためて議論されないといけない時期がきて

いるのではないかと思います。公立大学が法人化され、

３９の公立大学法人ができました。その中で、理事長・

学長分離型が１７法人、後の２２は国立大学と同じ一体

型です。公立大学にとって、どちらがより良い大学経営

の方式なのかということについても、様々な試行錯誤が

進められているところです。いずれにしても、小規模で

単科の大学が多いわけですから、国立大学の再編統合と

同じような問題を公立大学も抱えているということにな

ります。 

高等教育はユニバーサル化したと言われていますが、

１８歳人口を母数にすると５０％以上の人が大学・短大

に行くようになり、専修学校を加えると７５％以上の人

たちが何らかの形で１８歳以降に教育を受けているとい

う中で、ニッチ型の公立大学がどこにレゾン・デートル

を見つけるのかという問題に、多くの公立大学が直面し
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ているのではないかと思います。 

 

Ⅵ．モデルとしてのアメリカ州立大学 

１．設置形態見直し論の登場 

絶えず見え隠れしている根の深い問題として、設置形

態の見直し論があります。国立大学の法人化はそれに対

する一つの答えでしたが、依然としてこのままでよいの

かという議論があります。何よりも日本の高等教育の重

要な特徴として、巨大な私立セクターがあり、経常費の

一割程度を国から補助されていますが、あとはほとんど

学生の支払う授業料によって運営されています。そして

この私立大学が、教育機会の大部分を提供しており、様々

な政策から地方分散も進んでいる。さらに、国立や公立

だけがある特定の領域の専門職業人の養成を独占してい

るわけではなく、最近できた法科大学院や会計系の専門

職大学院をみると、私学の方がはるかに有力になってい

ます。国立と公立はこれまで私立ができないことをやっ

てきましたが、今や私立も、国立や公立と同じようなこ

とをやり始めるというような状況になっています。 

特に新しい職業群が登場してくると、なかなか国公立

の大学は対応できないという問題もあります。国立や公

立に対する風当たりはそれだけ強くなり、国立大学法人

については本当に必要なのか、という議論もまだ複数あ

ります。自民党の中には、株式会社大学論や寄附金大学

論ということを言う方もいて、国が運営交付金を配る時

代ではないのではないか、株式会社や寄附金でやってい

ったらどうだ、という議論があります。竹中平蔵さんや、

高橋洋一さんなど経済学者の中には、そういったことを

繰り返し主張する方がいるというのも現実です。 

２．モデルとしての州立大学 

その中で、いつも引き合いに出されるのはアメリカの

大学ですが、アメリカの私立大学と州立大学とでは大き

く性格が違っています。国公立大学について、どういっ

たモデルに基づいて主張をしているのか分かりませんが、

例えばハーバード大学が４兆円規模の基金を持っている

一方、日本でもっとも財政的に恵まれているといわれて

いる慶應義塾大学でさえ、運用基金は１，５００億円で

桁が一桁違いますから、なかなか日本の大学が寄附金だ

けで運営されていくというのは望みがたいわけです。に

もかかわらず、国公立大学を、アメリカの私立大学とい

わないまでもアメリカ的な運営をするべきだという声が

根強くあるわけです。 

その場合のモデルとしてしばしば引き合いに出される

のは私立大学であるように見えますが、実は州立大学で

はないかと思います。アメリカは、国立大学というのは

一つもなくて、すべて州立大学です。もともとアメリカ

は私立から出発した国ですが、今や学生の７割を州立大

学が占めています。その州立の一部は私立大学モデルに

どんどん移行しています。世界の大学の主流は国公立、

特に国立大学ですが、国立大学を法人化して教育研究の

活性化を図ろうというときに、どこの国もモデルとして

みているのはアメリカなんです。アメリカでも私立大学

はそのままではモデルになりませんので、州立大学がモ

デルということになります。先ほど申しましたように、

実際に国立の高等教育施設というのはどこの国にもあり

ますが、巨大な公立の高等教育施設をもっている国とい

うのはアメリカだけです。そこで、アメリカがモデルに

されることが多いわけです。 

３．典型としてのカリフォルニア・システム 

このアメリカの公立高等教育システムは非常にユニー

クで、出発点は税金立の大学ですから、はじめから州民

に対するサービスが最大の目標です。州民のための大学

であるというわけです。この公立高等教育システムの典

型とみなされているのが、カリフォルニアのシステムで、

しばしば引き合いに出されますので、少しその話をした

いと思います。 

カリフォルニア・システムというのは、三つの層から

なっています。一番上の層は、カリフォルニア大学

（University of California）で、バークレイとかＵＣ

ＬＡとか９つのキャンパスがあります。これは研究大学

で、すべてのキャンパスに博士課程を置いています。こ

こには、カリフォルニア州のハイスクールの中で、成績

が上位８分の１ならば、ほぼ自動的に入学できるという

仕組みになっています。ここはカリフォルニア大学とし

て法人格を取得していて、非常に私立大学に近い性格に

なっています。事実上、私立大学といってもいいかもし

れませんが、依然として運営費交付金に相当する、たぶ

ん２０～３０％ぐらいでしょう、そのほかに連邦政府の
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公的な資金もかなりたくさん入っていますから、決して

寄附金や授業料収入だけで運営されているわけではあり

ませんが、しかし自由度は非常に高くなっています。 

二番目の層は、カリフォルニア州立大学（State 

University of California）で、これは１１のキャンパ

スがあります。ここは、教育と職業人養成で、修士以上

の課程はもてないということになっています。これは、

成績上位３分の１位内なら入学できる大学です。ここも

１１のキャンパスがすべて統合されて法人格を持ってい

ますが、運営費交付金が８割ぐらいを占めていて、外か

らの資金はあまり入ってきていません。 

三番目の層は、コミュニティ・カレッジという二年制

の大学で、日本で言えば短期大学です。短期大学と専修

学校を合わせたようなものと言ったほうが正しいかもし

れませんが、これはオープン・アドミッションで誰でも

希望すれば入学することができます。授業料が非常に安

く、職業重視の生涯学習型の教育を行っています。クリ

ーニングや理容理髪までやっていて、かなり職業教育的

な色合いが強い。 

このように一番上にエリート型のカリフォルニア大学

があり、二番目にマス型の州立大学があり、三番目にユ

ニバーサル型のコミュニティ・カレッジがあるという三

層構造で、カリフォルニア・システムができあがってい

ます。カリフォルニアにはスタンフォードのような非常

にレベルの高い私立大学もありますが、その数は東部に

比べれば大分少なく、このカリフォルニア・システムが

重要な位置を占めています。特徴のもう一つは、このシ

ステムの中で学生の移動が自由になっているという点で、

成績がよければコミュニティ・カレッジからでもカリフ

ォルニア大学に進学できるようなモビリティが保証され

ています。Transferと言いますが、それが認められてい

る。このカリフォルニアの三層構造は、現在の社会の教

育要求というか、システムとしての大学の役割に非常に

フィットしています。ですから社会や地域貢献というこ

ともきちんとやっていて、生涯学習やリカレント型の教

育もやっている、同時に非常に高度の研究、カリフォル

ニア大学には非常に多くのノーベル賞受賞者がいますが、

非常に高いレベルの研究もやっているということで、新

しい時代の大学のモデルになっています。 

Ⅶ．アメリカ・モデルに学ぶもの 

１．アメリカとの基本的な違い 

日本の国公立大学を批判したり、移行すべきだといっ

たりする人たちは、カリフォルニア・システムを都合よ

く部分的に引用するということが、繰り返して行われて

いるような気がしますが、日本とアメリカでは基本的な

違いがあるということは申し上げるまでもないことです。

日本の国公立セクターというのは、非常に小さな部分し

か占めておらず、カリフォルニアのようなシステムには

なっていない。特に公立のセクターは小規模で単科のも

のが多い、教育の中身は専門人材の養成が多く教育機会

の提供機能は非常に弱い、ということがあります。 

カリフォルニアを含めたアメリカでは、州立大学、公

立大学が教育機会の大部分を提供しているわけですが、

日本は公立大学すべてを合わせても１５万人程度ですか

ら、非常に限られた教育機会しか提供していないという

ことになります。ということは、納税者に対するサービ

スも非常に限定的で、アメリカの州立大学のように、州

民全体にサービスが行き届いているわけではないという

ことです。 

２．個性化への道・研究大学か 

こういう違いの中で、しばしば公立大学のレゾン・デ

ートルが問われているわけですが、一体、公立大学はど

ちらの方を向くべきなのか。一つは、研究大学への志向

です。非常に数が少ないということは、同時に選抜も厳

しく優秀な学生が入学しているということもあるので、

公立大学ではすべてではありませんが、研究大学の志向

というのは総合大学では根強いわけです。すなわち、モ

デルは、カリフォルニア大学であるということになりま

す。 

先ほど、首都大学東京のランキングは、日本では１５

位で、世界では３４９位だと申し上げました。そのすぐ

上のほうにあるのは長崎大学が３６２位、千葉大学２９

８位、慶應が２１４位という風になっています。２００

位以内に入っている日本の大学は１０校で、このうち私

立大学は早稲田大学１校だけという状態ですから、首都

大学東京は非常に上位であるといえます。科研費の獲得

額のランキングというのも、朝日新聞社の出している大

学ランキングという本を見ますと２５位ですから、医学
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系をもたない大学の中では健闘していると言ってよいと

思います。医学系があるというのは研究費がたくさん入

ってくる、国際的な論文発表のランキングでも上位に入

ってくる条件にあるわけですが、首都大学東京の場合は

そうではありませんから。 

しかし本当の意味で、研究型の大学（center of 

excellence）になるには、今のままでは中途半端である

ということも確かです。基盤を整備して、積極的な強化

策をとらなければ、東京大学を中心とする国立の研究型

の大学に近づくのは難しいのではないかと思います。同

時に、研究型の大学を志向することに、都民の支持が得

られるかどうかという問題もあります。 

アメリカでは州立大学も研究重視で業績本位の大学運

営をやっていかなくてはいけない、という面があり、そ

れがうまくいっているという話をしましたが、最近では

シュワルツェ・ネッガーという州知事が失敗をして、大

学の予算が大幅にカットされるというようなことも起こ

っています。カリフォルニア州民にとっては、ノーベル

賞受賞者が何人いるかということはまったく関心の外に

あり、州民の役に立たない大学に税金をつぎ込むな、と

いうのが大多数の意見ですから、カリフォルニア大学と

州知事との間にいつも戦争があります。戦争がある中で、

だんだん大学が自立性を強めていっているということも

あるわけです。 

３．社会・地域貢献の重要性 

もう一つの問題は、社会・地域貢献です。税金立の大

学というのはそういうものを期待されている。カリフォ

ルニア州立大学というのは、その期待に応えるための職

業人養成の機関で、さまざまな開放的な努力もしていま

す。職業人の再訓練のためのプログラムをつくるとか、

生涯学習のセンター化をしています。地域住民に開かれ

た大学というのは、一つの果たすべき使命だと思います

が、現状では、アメリカのコミュニティ・カレッジを含

めた州立大学の下の二つの層が担っているような役割を

果たせるとはとても思えません。よほど大きな規模にし

ない限りそれは無理なわけですが、少なくとも市民に生

涯学習型の機会を提供する役割というのは期待されてい

る。実際に首都大学東京でもそのようなプログラムをお

持ちのようですが、そういった役割を期待されているわ

けです。 

４．国立・私立大学との差異化 

同時に公立大学は、国立大学や私立大学との差異化を

期待されています。公立大学に固有の役割というのはい

ったい何なのだろうか、国立大学も同じように固有の役

割を絶えず問われていますが、国立にも私立にもできな

いもの、最近のキャッチコピーでいいますと、“小粒で

もきらりと個性の輝く大学”になるにはどうしたらよい

のか、ということを絶えず問うていかなくてはならない

のが公立大学の一つの宿命ではないかと思います。また

最近はアカウンタビリティの問題もありまして、誰に対

する説明責任なのか、ということを国立大学以上に問わ

れているのではないかと思います。 

 

Ⅷ．学生のための大学へ 

１．最大のステークホルダー・学生 

公立大学をめぐる状況はこのようになっているわけで

すが、ＦＤ・ＳＤセミナーということで、最後に二つの

ことをお話したいと思います。一つは、大学が国立であ

ろうと公立であろうと私立であろうと、やはり最大のス

テークホルダーは学生である、ということです。それは

どういうことを意味しているかといえば、“大学とは教

育の場である”という単純なことです。なぜそのような

ことを言わなくてはならないかというと、日本の大学と

いうのは非常に研究志向が強い、特に大学の教員の間に

研究志向が非常に強いという問題があります。 

良い悪いという問題ではなくて、最近行われた２０カ

国の大学の教員を対象とした国際比較調査によりますと、

日本の大学教員はほかの国よりも研究志向が強いという

ことが分かっています。アメリカですと、７割ぐらいの

教員が“教育が重要だ”と答えますが、日本の教員は７

割ぐらいが“研究が重要だ”と答えるという結果が出て

います。 

このような研究志向は、実は日本の大学の教員の間に

あるだけでなく、日本の社会にもあります。社会の側の

大学評価というものが、最近のランキングの中にも見ら

れるように、どうしても研究のほうに偏っている。世界

の大学ランキングもそうですが、これは世界のエリート

大学のランキングで、多額の研究費を獲得している大学
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が上位に入るような仕組みになっています。法人化は、

学部資金の導入ということを大きな目標に掲げています

が、外部資金として入ってくる教育関係の資金というの

は日本の場合はほとんどありません。入ってくるとすれ

ば研究費ですから、法人化をして外部資金の導入を叫べ

ば叫ぶほど、研究志向に偏らざるを得ないという状況が

あります。 

２．高まる教育の重要性 

ところがその一方で、大学が迫られているのは教育の

問題です。これもあらためて申し上げるまでもありませ

んが、高等教育機関の教育がこの２０年ぐらいの間に一

変してしまいました。入学試験を中心とした選抜のシス

テムというのは崩壊してしまっている。大部分の学生が、

ＡＯ入試とか推薦とかの形で学力試験を経ないで入学し

てくる大学が多くあります。私学の場合は６割以上が、

無選抜で入学しています。しかも、入ってきた学生は学

力が低い。これはどこの大学でも悩みになっていますが、

学力が低いだけではなくて、学習力とでも呼ぶべきもの

が低い。例えばノートがとれないとか、プレゼンテーシ

ョンができないとか、そういう者も入ってきています。 

そこでどの大学も、初年次教育に力を入れざるを得な

くなっている。今までは、大学は別世界を作っていまし

たが、高校の延長上に大学があるようになったわけです

から、自大学史などという講義によって、大学というの

はこういう伝統を持った、あなた方が今まで暮らしてき

たのとは違う空間なんだ、ということを理解してもらわ

ないといけないようになってきた。これは大学のユニバ

ーサル化がもたらした、非常に大きな変化です。 

それだけではなくて、私たちが知っている知識の世界

もどんどん変化してきた。今や学部・学科制や講座制自

体が崩壊しつつあるわけです。つまり学部・学科や講座

の前提となっていた伝統的な学問が崩壊しつつあり、そ

れが今のような形で現れているのだと思います。アメリ

カのある研究者はこのようなことを言っています。「今、

研究している最先端のものを学部学生に教えることはで

きない。同時に、今、学生に教えなくてはいけないもの

は、研究の対象にはならない。」つまり、研究と教育が

一体だ、という時代はもうとっくに終わってしまったと

いうことです。 

大学は知の創造と蓄積と伝達の場だと言われてきまし

たが、この創造も、蓄積も、伝達も、それぞれ大幅に揺

らいでいます。知の創造の場は、大学だけではなくさま

ざまな研究機関がありますし、蓄積といいましても、昔

は大学の図書館が知の蓄積の場でしたが、今や、パソコ

ンの箱の中に知が蓄積されているわけで、大学の外に出

てしまっている。それから伝達の場も、学生は大学に来

て座って授業を聞かなくても、知識を手に入れる機会と

いうのは、外側にますます大きく広がっているわけで、

様々なＩＣＴ活用の教育が、日本は一番遅れていますけ

れども、他の国では電子媒体を使った教育というのが進

んでいます。ＭＩＴの授業を、日本にいてもある条件で

見られる時代ですから、非常に変わってきているわけで

す。 

３．何を教えるのか 

こういう変化は、当然、学生に一体何を教えるのかと

いう問題と切り離せない関係にあり、カリキュラムの再

構築を迫られています。伝統的な学問体系が崩れてきて

いるわけですから、カリキュラムの見直し等をやられな

ければいけません。最近になって文科省の中教審答申で

も、コアとかスタンダードということを言うようになっ

てきて、何を知っているのかというよりも、何ができる

のかということを問われる時代になってきました。単に

知識を伝達するだけではないものが教育に期待されるよ

うになってきているのです。 

“何ができるのか”ということで、レジュメに4つのＣ

ということを書きましたが、これはアメリカのある研究

者が、学部教育とは一体何をするところなのか、単純に

知識を教えるところではなく、知識を通じて、コミュニ

ケーション、クリエイティビティ、クリティカル・シン

キング、コンティニュアス・ラーニング、この一番最後

が非常に重要なのですが、持続的に自ら主体的に学習を

していく能力、こういうものを４年間の教育を通じて身

につけさせる必要がある、と指摘しています。これは職

業生活においても役に立つはずのものです。何らかの知

識を伝達するのではなくて、知識がそういった能力を形

成するための一つの媒体であると考えなくてはいけない、

と彼らは言っていて、これはアメリカの４年間の教育の

基本的な考え方だといってもよいわけです。 
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日本でも、だんだんこういう考え方が広がってきまし

て、最近の中教審の答申では、学士力ということがいわ

れています。私はあまりこの言葉は好きではないのです

が、これまではアドミッション・ポリシーで入口だけを

考えていたけれども、それだけではだめで、これからは

きちんとしたカリキュラム・ポリシーを作ってカリキュ

ラムの見直しをやらなくてはいけない。それからディプ

ロマ・ポリシーという言葉がありますけれども、卒業資

格、大学は学士号を授与するわけですが、いったいその

中身は何なのだ、ということも問い直す必要がある。言

い換えれば、インプットだけではなくて、スループット

やアウトプットもきちんと考えた大学教育の仕組みをつ

くらなくてはならない。 

その延長上には、最近また問題になっている教育のア

ウトカムを計ろうという動きがあるわけです。ＯＥＣＤ

を中心にこういう動きが広がっていて、ＰＩＳＡの大学

版などと呼ばれていますが、中学や高校で行われている

学力評価の大学版のようなものをつくる必要があるので

はないか、という議論が起こっています。これは、アウ

トカムについての評価をなんとかしなくてはいけないと

いう話です。 

４．「大学に教育革命を」 

いずれにしても、何を教えるのかと同時に、いかに教

えるかということが非常に重要になってきたということ

が、あちこちの大学でＦＤが行われるようになってきた

バックグラウンドとしてあるのではないかと思います。 

しかしＦＤで重要なのは、教え方のテクニックではな

く、教育についての価値観の転換だと思います。まず、

それをやらなくてはいけない。学生に何を教えるのか、

何を学ばせるのか、ということを教員の側がきちんと考

えていかなくてはならない時代になってきた。これまで

は、自分がやっている専門領域の授業をする、つまり自

分の専門分野をそれぞれの先生が教えて、その集積がカ

リキュラムでした。自分の専門の領域は、学科目とか、

講座名とかで示されていたわけです。今はそれが崩れて

きているという話をしましたけれども、それぞれの先生

が勝手に自分の教えたい科目を出して、それを全部足し

合わせたものがカリキュラムになるかというと、そうい

う時代ではなくなっている。それが、学部・学科や講座

制が崩れつつあることの背景にあるのではないかと思い

ます。 

学生のニーズに合った教育ということもよく言われて

います。さまざまな科目群を用意して学生に履修させる、

それはある意味でカリキュラムについての責任を学生の

側に転嫁しているということかもしれません。つまり、

学生に「あなた方、これだけ違う科目がある中で自由に

学びなさい」というだけでいいのだろうか、という問題

です。 

選択科目で自由に学ばせるというのは、大学教育の一

つのシステムですが、これは１９００年代の初めごろに

アメリカなどから入ってきた選択科目制度で、すべてが

必修科目として成り立っていた当時としては非常に斬新

な、教育方法の革新でした。しかし戦後、日本にもそう

いうものが大幅に入ってくるようになり、カリキュラム

の体系が崩れつつある今では、学生に自由に学ばせて、

それで学生は一定の知識を身に付けて卒業していくのだ

ろうか、ということが問われています。いったい何を学

生たちに教えなくてはならないのか、ということを考え

るのが、ＦＤの出発点ではないでしょうか。 

 

Ⅸ．法人化と職員 

１．法人化と事務局 

もう一つ、法人化と職員の問題があります。法人化し

てから、国立大学では大きな変化が起こりました。つま

り、国家公務員の身分を失って、大学職員になったわけ

です。しかし単に公務員から職員になっただけではなく

て、非公務員化することによって職員の役割が大きく変

わりました。大学が、自前で職員を採用するようになり、

東京大学のような大型の大学では、自大学出身者を毎年

何人も採用するような方向に動いています。昔は文科省

のキャリア官僚が天下ってきた管理職のポストに、やが

て自大学の出身者が着く時代も、すぐそこまできている

わけです。 

つまり、職員が文科省の一部ではなく、大学経営の組

織の一部になったということです。行政職員から大学職

員へ、このことは非常に大きな変化ですが、なかなかそ

れが意識変化に結びつかない。国立大学では依然として、

親方日の丸だった、国家公務員だった時代の意識が抜け
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ない職員がたくさんいます。学長を対象としたアンケー

トをみると、職員の意識変革が遅れていると多くの学長

が指摘をしています。 

２．経営と教学の分離 

また大学では、理事長と学長が一体型の場合にも分離

型の場合にも、“経営”と“教学”は分離しているとい

うことになっています。ただし“教学”には、知の共同

体としての側面と、知の経営体としての側面があり、大

学法人が企業と違うのは、それが知の経営体であると同

時に知の共同体であるという側面をどうしても否定でき

ない、むしろそれを重視することによって大学が成り立

っているということにあります。共同体として一定の自

治の権限を持っている、教育・研究の自由というものも

持っているわけです。このことを、“経営”の側が理解

しないと大学運営はできないわけですが、それは職員の

方々にも理解していただかないといけないという面もあ

ります。 

３．イコールパートナーとしての職員 

今、国立大学の間では、教員と職員のイコールパート

ナー化ということが繰り返し言われております。単に教

員の仕事を補助するのではなくて、支援する、あるいは

協働作業をする、ということです。大学が法人化されて

から国立大学で起こった大きな変化の一つは、教員の仕

事でも職員の仕事でもない、グレーゾーンとでもいった

らよいでしょうか、その中間的な部分が非常に膨らみま

した。たとえば国際化に伴う留学生対応や、就職活動で

の学生対応などは、いずれにしても職員だけに任せてお

くべき問題ではありません。教員もそこにかかわるべき

である。大学の評価の問題も同じで、教員も職員も協働

で作業しなければ、それに対する準備はできない時代に

なってきた。 

このグレーゾーンが今のところ国立大学で見れば、教

員の側に広がっているように見えます。つまり職員の側

に対応する能力が十分ではない。これまで国立大学の職

員は国家公務員で文科省の職員でしたから、予算を年度

末までに一銭残らず使い切るということがスキルで、そ

れ以上のスキルは必要とされてこなかった。企画・立案

とか、専門的な能力は期待されないという職場に長い間

置かれていたということです。なかなかその意識が変え

られない。法人化して、グレーゾーンが広がっていきま

すと、それが教員の職員化という形で対応され、先生方

が忙しくてしかたがない。教員の職員化を防ぐためにも、

職員の能力開発、意識転換が非常に重要だということが、

国立大学でもだんだん認識されるようになってきました。 

しかし、そのノウハウを大学の側がほとんど持ってい

ないんですね。自分たちで職員を雇うというのも初めて

の経験ですし、その人たちの研修や昇進という問題も含

めて、人事的なポリシーをどうやって立てていくのかと

いうことについて、多くの大学が困っているわけです。

東京大学のような大きな大学はそれなりにリソースがあ

りますけれども、小さな大学ですと、それだけリソース

がない。ほうっておくと大学の経営自体に困難を生じる

というわけで、ますますイコールパートナーとしての職

員の重要性が高まっています。 

いずれにしても大学の職員というのは、大学の持って

いる独自性を十分に理解して、それぞれの専門能力を発

揮していかなければならないので、ＦＤだけでは十分で

はない。ＳＤがＦＤ以上に重要であるという認識が、国

立大学にもやっと浸透してきたという現状だと思います。 

駆け足でいろいろなことを申し上げましたが、レジュ

メの冒頭に「私にとって」の首都大学東京、と書きまし

たが、「皆さんにとって」公立大学とは何なのか、首都

大学東京とは何なのか、を考える一つのきっかけになれ

ば幸いです。 

本日はありがとうございました。 

以 上  

 


